[bookmark: _roa5uaycwtpk]医療機器保守点検契約書

●●医療法人（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）とは、甲が保有又は使用する医療機器の保守点検業務について、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _l4n29nw8s8i]第1条（目的）
本契約は、甲が使用する医療機器について、安全性及び性能を適切に維持することを目的として、乙が保守点検業務を実施する条件を定めるものである。

[bookmark: _26603midqwb5]第2条（対象医療機器）
本契約の対象となる医療機器は、別途甲乙協議のうえ書面又は電磁的方法により特定された医療機器（以下「対象機器」という。）とする。

[bookmark: _evjfqrec6z2s]第3条（業務内容）
1. 乙は、対象機器について、薬機法、関係法令、製造業者の取扱説明書及び業界基準に従い、点検、調整、清掃、簡易的な部品交換その他の保守点検業務（以下「本業務」という。）を実施する。
2. 本業務の具体的な内容、頻度及び実施方法については、別途甲乙協議のうえ定めるものとする。
3. 
[bookmark: _mmy4bk8a2buj]第4条（業務実施体制）
1. 乙は、本業務を実施するにあたり、必要な知識及び技能を有する者を従事させるものとする。
2. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合には、事前に甲の書面による承諾を得るものとする。
3. 
[bookmark: _5dc66jkgijov]第5条（報告義務）
1. 乙は、本業務の実施後、点検結果及び異常の有無について、甲に対し書面又は電磁的方法により報告するものとする。
2. 対象機器に重大な不具合又は安全上の問題が認められた場合、乙は速やかに甲に連絡し、必要な対応について協議するものとする。
3. 
[bookmark: _27ksp1kq00bu]第6条（報酬及び費用）
1. 本業務に対する報酬額、支払方法及び支払時期は、別途甲乙協議のうえ定めるものとする。
2. 本業務の実施に要する交通費、部品代その他の費用の負担については、別途合意した内容に従うものとする。
3. 
[bookmark: _rqhpu3rv1q9o]第7条（安全配慮及び遵守事項）
1. 乙は、本業務の実施にあたり、甲の施設内規則及び安全管理体制を遵守するものとする。
2. 乙は、本業務に関連して知り得た患者情報その他の個人情報について、法令を遵守し、適切に管理するものとする。
3. 
[bookmark: _d6dtte93wntr]第8条（秘密保持）
乙は、本業務に関連して知り得た甲の業務情報、技術情報その他一切の非公開情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。本契約終了後も同様とする。

[bookmark: _atumyqmylu6i]第9条（責任範囲）
1. 乙は、本業務を善良な管理者の注意をもって遂行するものとする。
2. 乙の故意又は重過失により甲に損害が生じた場合、乙はその直接かつ通常の損害に限り賠償責任を負うものとする。
3. 
[bookmark: _nk2jx0bicydg]第10条（契約期間）
本契約の有効期間は、●●年●月●日から●●年●月●日までの●年間とする。ただし、期間満了日の●か月前までに、甲乙いずれからも書面による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にて更新されるものとする。

[bookmark: _24tqw7rh030a]第11条（解除）
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めてもなお当該違反が是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。

[bookmark: _8kf33bmicjco]第12条（不可抗力）
天災地変その他当事者の責に帰すことのできない事由により、本業務の全部又は一部を履行できない場合、甲乙はその責任を負わないものとする。

[bookmark: _99qb0u8il7jw]第13条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

[bookmark: _r9z7e0x6s0c7]第14条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●医療法人
住所：
代表者名：

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：

